
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

災害時在宅避難者の生活支援施設の整備

講師養成講座の実施による防災リーダーの育成

防災出前講座及びミニ防災訓練の実施

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

災害時在宅生活支援施設の整備

防災リーダー養成講座の実施による防災出前講座の講師等の育成 ○

防災出前講座及びミニ防災訓練の実施

主管課評価 2 事業評価審査会評価 2 １ 計画以上  ２ 計画どおり　３ 計画の７割未満　４ その他（取組方針の変更等）

　市民の要望に応じた防災出前講座及びミニ防災訓練について目標を上回る回数を実施できたほか、災
害時在宅生活支援施設を整備した地区で新たな防災への取り組みが始まるなど、これらの事業をきっか
けに、市民一人ひとりの「自助」と地域の「共助」による防災力向上が着実に図られている。
　三鷹ネットワーク大学と連携した防災リーダー養成講座には、自主防災組織、消防団のほか一般参加
も含め32名が参加し、それぞれの立場での防災リーダーとしての自覚が高まり、今後、地域の防災リー
ダーとして、防災出前講座の講師や共助の担い手のキーパーソンとしての活躍が期待できる。

事業評価
審査会

評価・意見等

予
算
執
行

25年度実績

決算額 3,725千円 2,163千円

執行率（％） 96.6% 100.0% 

26年度当初 26年度実績

予算額 3,855千円 2,163千円 2,163千円

1 事業評価審査会評価 1 １ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

事
後
評
価

実
績

・防災出前講座（36回）及びミニ防災訓練（27回）の実施
・災害時在宅生活支援施設の整備（三鷹台児童公園、東野児童公園及び中原青少年広場）
・三鷹ネットワーク大学と連携した講師養成講座の実施（２月）

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

　防災出前講座及びミニ防災訓練を７月までに７回実施した。
　生活支援施設については、三鷹台児童公園、東野児童公園及び中原青少年広場の整備を進めている。
　講師養成講座については、下半期の開催に向けて三鷹ネットワーク大学と協議を進めている。

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

　重点的に取り組む課題とする。
　防災広場事業については、既存の公園等
で地域が自主的に取り組んでいる活動との
連携を検討すること。

主管課評価

12月

事業の成果
（実績）

・防災出前講座の実施（36回、参加者数1,727人）、ミニ防災訓練の実施（27回、参加者数2,191人）
　計63回、参加者数3,918人
・災害時在宅避難者の生活支援施設整備　３箇所
・三鷹ネットワーク大学と連携した防災リーダー養成講座の実施　受講者32人

事業の総括
（主管課）

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

　市民の自助と地域の共助の取り組みを一層推進し、市民一人ひとり及び地域の防災力の向上を図り、震災等災
害発生時の被害を最小限に食い止める。

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（目標）

・災害時在宅避難者の生活支援施設の整備（３箇所）
・防災出前講座及びミニ防災訓練の実施（計40回以上）
・三鷹ネットワーク大学と連携した、講師養成講座の実施

平成26年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名 市民の自助と地域の共助の強化等による防災力の向上
個別事業
掲載No

総 ― 1

 13



4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

空家特別措置法の公布（11月）
国が基本指針を公表（２月）

・防犯設備整備補助金（防犯カメラ）
　　　　　　　　申請受付（７月）、交付決定（９月）

防犯カメラ設置工事（１～３月）、実績報告書（３月）
検査（３月）、都補助金確定・請求・入金（３月）

・庁内連携により空き家対策を推進

平成26年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名
防犯カメラの設置や「空き家」の適正管理等による安全安心
のまちづくりの推進

個別事業
掲載No

総 ― 2

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

【事業概要】
　市内における犯罪の抑止と防犯力の向上を目的とした、防犯カメラの設置事業の支援を行う。また、空き家の
適正管理を進めるため、庁内連携の強化や、国の動向を注視した取り組みを進める。
【事業量】
・防犯カメラの設置（地域団体及び防犯カメラ設置台数）
　井の頭公園通り商店会７台、井の頭公園駅前商店睦会９台、ことぶき商栄会（野崎地区）10台、
　三鷹駅南口周辺地区防犯カメラ設置協議会　10台増設、　　合計　４団体　36台を設置予定
・管理不適切な空き家等に関する適正管理の推進
　庁内連携による空き家対策の推進、国の動向を注視し条例制定も視野に入れた取り組み

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（目標）

・防犯カメラの設置　４地区 計36台

・防犯設備整備補助金（防犯カメラ）
　　　　　　　　申請受付（７月）、交付決定（９月）

防犯カメラ設置工事（10～12月）、実績報告書（１月）
検査（２月）、都補助金確定・請求・入金（３月）

・庁内連携により空き家対策を推進 国の動向を注視した条例制定も視野に入れた取り組み

1 事業評価審査会評価 1 １ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

事
後
評
価

実
績

・防犯カメラの設置：井の頭公園通り商店会８台、井の頭公園駅前商店睦会９台、ことぶき商栄会（野崎地区）
６台、
　三鷹駅南口周辺地区防犯カメラ設置協議会８台増設、五小通り商栄会３台　　合計５団体　34台設置
・管理不適切な空き家等に関する適正管理の推進　要望受付件数　51件　安全安心メールの再構築2月27日実施

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

・防犯カメラの設置（補助金申請した地域団体及び防犯カメラ設置台数）
井の頭公園通り商店会８台、井の頭公園駅前商店睦会９台、ことぶき商栄会（上連雀・野崎地区）６
台、三鷹駅南口周辺地区防犯カメラ設置協議会８台増設、五小通り商栄会３台。合計　５団体　34台
（設置予定）
・空き家等の相談件数　24件（内訳：対応が図られたもの９件、適正管理を依頼中であるもの11件、調
査中４件）

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

　重点的に取り組む課題とする。
　安全安心メールの更なる充実に取り組む
こと。

主管課評価

12月

事業の成果
（実績）

・市内５地区で防犯カメラの設置補助申請があり34台を設置した。
・空き家対策については、要望受付件数51件のうち改善が図られたものは18件で、解体に至ったものは
５件
・安全安心メールについては、配信する情報を防犯・防災・環境の３つに区分し利用者が選択できるよ
うに再構築を行い、あわせて不達（送信しても届かない）メールアドレスを削除した。利用者数13,892
人（平成27年３月31日現在）

事業の総括
（主管課）

　市内の街頭防犯カメラは101台となった。防犯カメラの設置拡充に向けて、町会・商店会等を対象に防
犯カメラの果たす犯罪抑止効果について地域の理解を得るよう、引き続き三鷹警察署と連携して啓発を
進める。
　空き家対策については、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され
た。空き家関係者の調査の際は根拠法として機能する一方で、市として、特別措置法を踏まえた総合的
な空き家対策を進めるため、より一層の庁内連携を図り対応する。

事業評価
審査会

評価・意見等

予
算
執
行

25年度実績

決算額 7,500千円 9,674千円

執行率（％） 100.0% 85.4% 

26年度当初 26年度実績

予算額 7,500千円 11,334千円 11,334千円

主管課評価 2 事業評価審査会評価 2 １ 計画以上  ２ 計画どおり　３ 計画の７割未満　４ その他（取組方針の変更等）
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4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

○ ○ ○

○ 総合防災訓練 防災関係機関連携訓練 災害対策本部運営訓練

災害情報システムの運用

○　事業継続計画[震災編]の見直し

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

○ ○

総合防災訓練　　　　　　　防災関係機関連携訓練・本部運営訓練

地域防災計画［風水害編］の見直し○

事業継続マネジメントシステム推進体制の検討○

主管課評価 2 事業評価審査会評価 2 １ 計画以上  ２ 計画どおり　３ 計画の７割未満　４ その他（取組方針の変更等）

　総合防災訓練については、メーン会場では中学生の参加が多く、その他の会場でも小学生やその保護
者などの参加が例年より多く見られ、自助の強化と共助の担い手づくりが進んだ。また、関係機関連携
訓練及び災害対策本部運営訓練の中で、初めて、帰宅困難者対策訓練、災害医療対策実施本部運営訓練
等を実施し、これまで以上に市及び防災関係機関等の連携による公助の強化を図ることができた。
　事業継続計画[震災編]（ＢＣＰ）については、今後、事業継続マネジメントシステム（ＢＣＭ）の推
進体制を確定させ、職員への周知及び各課における具体的な取り組みにつなげていく必要がある。
　災害情報システムについては、総務部防災課での試験運用を継続し、引き続き課題解決に取り組んで
いく。
　三鷹市地域防災計画［風水害編］は、市内で発生した大雨・降雹・大雪による被害や、広島県で発生
した土砂災害等の教訓を踏まえて改定した。今後、内容の周知や実践を図っていく必要がある。

事業評価
審査会

評価・意見等

予
算
執
行

25年度実績

決算額 5,173千円 6,066千円

執行率（％） 99.3% 98.5% 

26年度当初 26年度実績

予算額 5,212千円 6,156千円 6,156千円

1 事業評価審査会評価 1 １ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

事
後
評
価

実
績

　総合防災訓練の実施（各自主防災組織、関係機関連携訓練、災害対策本部運営訓練）
　事業継続計画［震災編］の推進体制の検討、地域防災計画[風水害編]の見直し
　災害情報システムの試験運用及び課題解決に向けた検討・調整

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

　災害情報システムについては、ＩＣＴ街づくり実証事業により平成25年度に構築したシステムの一部
を、総務部防災課において試験運用を開始している。今後は総務部と都市整備部を中心に運用を開始
し、年内を目標に全庁での運用を行い、下半期における災害対策本部運営訓練につなげていく。防災関
係機関連携訓練は訓練内容の検討を進めている。
　総合防災訓練については、自主防災組織を中心に準備を進めている。特にメーン会場（第七中学校）
では、訓練の企画段階から自主防災組織や学校等と連携しながら生徒の実践的な訓練参加をめざして検
討している。
　事業継続計画［震災編]については、応急対策業務の見直しについて検討を進めている。

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

　重点的に取り組む課題とする。
　固定カメラの設置場所については、十分
協議すること。

主管課評価

12月

事業の成果
（実績）

・総合防災訓練の実施　参加者数７地区4,378人、防災関係機関連携訓練の実施　参加団体数38団体
　災害対策本部運営訓練の実施
・事業継続計画［震災編］の推進体制の検討
・災害情報システムの試験運用
・三鷹市地域防災計画［風水害編］の見直し

事業の総括
（主管課）

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

　災害時応援協定締結機関等との連携による関係機関連携訓練の実施や総合防災訓練の実施に伴う防災関係機関
等の支援の取り組み等を通じて、市と防災関係機関等の連携を強化する。また、事業継続計画[震災編]の応急対
策業務の見直し、災害情報システム等の運用、市災害対策本部運営訓練の実施等により、市職員の危機管理能力
の強化及び市組織の初動態勢の確保等を図るなど、地域防災計画に基づき市災害対策本部の震災等災害時活動態
勢を整え、公助の強化を図っていく。

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（目標）

・総合防災訓練、防災関係機関連携訓練、災害対策本部運営訓練の実施
・災害情報システムの運用
・事業継続計画[震災編]応急対策業務の見直し

平成26年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名 防災関係機関連携訓練の実施等による公助の強化
個別事業
掲載No

総 ― 3
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4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

三鷹市第二分庁舎解体工事及び三鷹市上連雀分庁舎(仮称)建設工事設計業務

アスベスト調査 解体工事起工～契約請求

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

三鷹市第二分庁舎解体工事及び三鷹市上連雀分庁舎(仮称)建設工事設計業務

解体工事

アスベスト調査 　解体工事起工～契約請求 Ｈ27.2.3～Ｈ27.7.7

平成26年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名 上連雀分庁舎(仮称)整備事業の推進
個別事業
掲載No

総 ― 4

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

【事業概要】
　老朽化した第二分庁舎について、耐震性の確保と利便性の向上を図るため、平成25年度に作成した「三鷹市上
連雀分庁舎(仮称)整備に向けた基本的な考え方」に基づき、上連雀分庁舎(仮称)として整備を進める。
【事業量】
・第二分庁舎解体工事設計
・上連雀分庁舎(仮称)建設工事基本設計及び実施設計

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（目標）

 平成27年度の建替工事の着工、平成28年10月の完成に向けて、今年度は、第二分庁舎の解体工事設計及
び上連雀分庁舎(仮称)の建設工事設計を、関係部署と連携の上完了させる。

1 事業評価審査会評価 1 １ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

事
後
評
価

実
績

・アスベスト調査完了
・第二分庁舎解体工事設計及び上連雀分庁舎(仮称)建設工事設計業務を完了し、第二分庁舎解体工事に着手
・関係団体の事務所仮移転を完了
・解体工事事前家屋調査を実施

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

　建物の建設位置及び諸室のレイアウト等について関係部署と連携して進めるとともに、工事車両搬入
路について調整を行った。
　今後、建物諸室のレイアウト等を確定し、建設工事設計を完了させる。

事業評価
審査会

特記意見

　工事中の対応や施設運用等について、図
書館及び利用が想定される諸団体との丁寧
な協議を行うことが望ましい。

政策会議
評価・意見等

　重点的に取り組む課題とする。
　平成28年10月の完成をめざして、平成26
年度中に解体工事に着手するなど、スケ
ジュールの調整を行うこと。

主管課評価

12月

事業の成果
（実績）

・アスベスト調査を完了
・第二分庁舎解体工事設計及び上連雀分庁舎(仮称)建設工事設計業務を完了
・第二分庁舎解体工事に着手し、住民説明会を実施
・関係団体の事務所仮移転を完了
・解体工事事前家屋調査を完了

事業の総括
（主管課）

　関係部署と連携し、利用団体と調整を行いつつ、第二分庁舎解体工事設計業務及び上連雀分庁舎(仮
称)建設工事設計業務を完了した。第二分庁舎解体工事については、上連雀分庁舎(仮称)の平成28年８月
完成をめざして関係部署及び利用団体と調整を行い、工事に伴う近隣への住民説明会を開催し、平成26
年度末に着手した。

事業評価
審査会

評価・意見等

予
算
執
行

25年度実績

決算額 0千円 47,812千円

執行率（％） 0.0% 81.3% 

26年度当初 26年度実績

予算額 0千円 39,259千円 58,789千円

主管課評価 2 事業評価審査会評価 2 １ 計画以上  ２ 計画どおり　３ 計画の７割未満　４ その他（取組方針の変更等）
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4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

個人情報保護制度の整備に向けた検討

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

◯個人情報保護条例の一部改正

特定個人情報保護評価書の第三者点検◯

　　　　番号法施行に伴う条例等整備に関する調査

個人情報保護ＷＧ及び条例改正ＷＧにおける検討・番号制度推進本部事務局との連携・特定個人情報保護に関する新規条例の検討

平成26年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名 社会保障・税番号制度への対応
個別事業
掲載No

総 ― 5

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

【事業概要】
　社会保障・税番号制度の導入に向けて、庁内に設置した「社会保障・税に関わる番号制度検討チーム」の各検
討ＷＧと連携を図りながら、個人情報保護制度の整備に向けた検討を進める。なお、検討にあたっては、国・都
等の動向を注視しながら進めるものとする。
　これにより、個人情報保護条例の見直しを含む、個人情報保護制度の整備の内容等を整理することとする。
【事業量】
・個人情報保護条例の見直しを含む、個人情報保護制度の整備に向けた検討

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（目標）

・個人情報保護制度の整備に向けた検討結果の整理

1 事業評価審査会評価 1 １ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

事
後
評
価

実
績

・個人情報保護制度の整備については、12月に個人情報保護条例を一部改正し、３月に特定個人情報保護評価書
の第三者点検を実施し、下半期からは特定個人情報保護条例の新規制定に向けた検討を実施
・個人番号利用条例等の整備については、９月末～２月上旬に番号法施行に伴う条例等整備に関する調査を実施
・上半期には「社会保障・税に関わる番号制度検討チーム」の個人情報保護ＷＧ及び条例改正ＷＧにおいて例規
整備を検討し、下半期には番号制度推進本部事務局と連携して国・都・近隣市等の動向の確認等を実施

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

「社会保障・税に関わる番号制度検討チーム」の個人情報保護ＷＧにおいて、個人情報保護条例の見直
しを含む個人情報保護制度の整備についての検討を進めた。また、国・都・近隣市等の動向の確認等を
行った。

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

　重点的に取り組む課題とする。

主管課評価

12月

事業の成果
（実績）

　個人情報保護制度の整備については、特定個人情報保護評価に関することを加えるなどの個人情報保
護条例の一部改正及び特定個人情報保護評価書の特定個人情報保護評価（第三者点検）を実施したとと
もに、特定個人情報保護に関する条例整備に向けた検討を行った。個人番号利用条例等の整備について
は、番号法施行に伴う条例等整備に関する調査を行った。また、上半期には、「社会保障・税に関わる
番号制度検討チーム」の個人情報保護ＷＧ及び条例改正ＷＧにおいて、番号利用条例等の整備について
の検討を進めた。下半期には、番号制度推進本部事務局と連携し、国・都・近隣市等の動向の確認等を
実施した。

事業の総括
（主管課）

  社会保障・税番号制度の導入に向けて、個人情報保護制度の整備に一定の成果をあげることができ
た。個人番号利用条例等の整備についても、番号法施行に伴う条例等整備に関する調査を行うことによ
り、各課の個人番号利用等の意向を確認できた。
  引き続き、平成27年度中に予定されている同制度の導入に備え、特定個人情報保護に関する条例整備
等の個人情報保護制度の整備及び個人番号利用条例等の整備に取り組む。

事業評価
審査会

評価・意見等

予
算
執
行

25年度実績

決算額 0千円 0千円

執行率（％） 0.0% 0.0% 

26年度当初 26年度実績

予算額 0千円 0千円 0千円

主管課評価 2 事業評価審査会評価 2 １ 計画以上  ２ 計画どおり　３ 計画の７割未満　４ その他（取組方針の変更等）
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4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

人事考課システム改修・検証 本格運用

研修推進員ﾋｱﾘﾝｸﾞ

〇研修委員会開催 〇研修委員会開催

主管課評価 2 事業評価審査会評価 2 １ 計画以上  ２ 計画どおり　３ 計画の７割未満　４ その他（取組方針の変更等）

　人事考課制度については、被考課者は目標設定（期首）と結果の振り返り（期末）の２回自己申告す
るとともに、考課者による面談を期首と期末に実施することとし、一層、人財育成に活用できるように
改善を図った。
　ＯＪＴ研修において、新任職員、チューター（指導者）だけではなく、所属長・係長に対しても研修
を実施することで、組織的な人財育成を推進した。
　職員研修については、各職場の研修推進員とのヒアリングを通じて、充実すべき研修や研修内容への
意見などの把握を行った。今後、対応すべき内容等の整理を行い、各職場の職員ニーズに対応した研修
の実施をめざす。

事業評価
審査会

評価・意見等

予
算
執
行

25年度実績

決算額 10,949千円 10,200千円

執行率（％） 79.9% 82.3% 

26年度当初 26年度実績

予算額 13,699千円 12,434千円 12,398千円

1 事業評価審査会評価 1 １ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

事
後
評
価

実
績

・人事考課制度について主に次の事項を変更（人事考課期間の変更、期首と期末の２回の自己申告の実施、考課
要素ウエイトの変更、職場状況に応じた考課者の変更、期首と期末の２回の面談実施、相対考課の実施）
・職員参加による研修推進については、職場内研修推進員のヒアリングを各部単位（９回）実施
・ＯＪＴ研修は、所属長・係長向け１回、チューター（指導者）向け４回、新任向け２回を実施
・三鷹市職員研修委員会の開催（２回）

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

　人事考課制度の見直しに合わせ、人事考課システムの改修作業実施。今後、改修後のシステムをテス
ト運用し、本番運用に向け、検証を行う。庁内の研修推進のため、欠員となった三鷹市職場内研修推進
員を決定した。今後、職員参加による研修推進の検討を進める。ＯＪＴ研修は、所属長・係長向け１
回、チューター向け２回、新任職員向け１回を実施。今後も、組織における人財育成の風土醸成に向け
た取組みを進める。

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

　重点的に取り組む課題とする。
　職員力の一層の強化に向け、全庁挙げて
ＯＪＴ研修など日常的な人財育成の取り組
みを進めること。

主管課評価

12月

事業の成果
（実績）

・ＯＪＴ研修参加者数　87人
・職場内研修推進員ヒアリング全９回　41人

事業の総括
（主管課）

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

【事業概要】
　平成25年８月に改定した三鷹市人財育成基本方針に基づき、人財育成システムの継続的な見直しと適正な運用
を図る。人事制度・職員研修の検証と改善を進めるとともに、組織的な人財育成を推進し、「職員力」の向上を
図る。
【事業量】
・人事考課制度の見直しに伴う人事考課システムの改修
・組織的な人財育成の組織風土の醸成のため、ＯＪＴ研修を実施　所属長・係長向け　１回、チューター（指導
者）向け　４回、新任職員向け　２回　・三鷹市職員研修委員会の開催　上半期１回、下半期１回

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（目標）

・人事制度・職員研修の検証と改善を図り、「職員力」の向上を図る。

平成26年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名 人財育成基本方針に基づく人財育成システムの検証と改善
個別事業
掲載No

総 ― 6

人事制度・職員研修の検証と改善 

研修委員会開催 研修委員会開催 
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4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

時間外進行管理に係る各課ヒアリング（５/12～14）

各課の目標時間数の設定（５月下旬）

過重労働対象職員及び所属長への面談の実施（通年で実施）

時間外勤務縮減の取り組み（通年で実施）

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

◯時間外進行管理に係る各課ヒアリング（５/12～14）

◯各課の目標時間数の設定（５/30）

過重労働対象職員及び所属長への面談の実施（通年で実施）

時間外勤務縮減の取り組み（通年で実施）

主管課評価 2 事業評価審査会評価 2 １ 計画以上  ２ 計画どおり　３ 計画の７割未満　４ その他（取組方針の変更等）

　各課において時間外勤務の進行管理を行ったものの、平成26年度時間外勤務時間数は、目標時間数を
約9,000時間上回り、目標を達成することはできなかった。これは、子ども・子育て支援新制度・番号制
度・衆議院の解散などへの対応が主な要因である。
　全庁的な時間外勤務縮減の取り組みについては、水曜日に設定している完全一斉定時退庁日や進行管
理を一層推進し、今後も、時間外勤務縮減の取り組みの周知を図るとともに、産業医面談を通じた健康
管理に取り組み、職員のワーク・ライフ・バランスを推進する。

事業評価
審査会

評価・意見等

予
算
執
行

25年度実績

決算額 0千円 0千円

執行率（％） 0.0% 0.0% 

26年度当初 26年度実績

予算額 0千円 0千円 0千円

1 事業評価審査会評価 1 １ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

事
後
評
価

実
績

　５月下旬に決定された各課ごとの目標時間数の達成をめざし、時間外勤務の進行管理を実施した。また、過重
労働対象職員等への産業医面談を行った。

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

　各課ヒアリングに基づき時間外勤務の目標時間数を設定し、縮減に向けての取組の周知・徹底を図っ
た。進行管理については、きめ細やかに行えるよう、四半期ごとの振り返りを行うこととした。なお、
第１四半期については前年度実績比で増となったが、第１四半期の振り返りを活かし、第２～第４四半
期の縮減に取り組む。また、過重労働対象職員17人及び所属長への産業医面談を行った。時間外勤務が
特定の職員に偏らないようにすることが課題となる。

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

　重点的に取り組む課題とする。

主管課評価

12月

事業の成果
（実績）

　平成26年度の時間外勤務時間数は、目標時間数104,000時間に対し、約9,000時間上回ることとなっ
た。また、過重労働対象職員26人及び所属長への産業医面談を行った。

事業の総括
（主管課）

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

【事業概要】
　各課とのヒアリングを通じて、時間外勤務の各課目標時間数を設定するとともに、時間外勤務縮減の取り組み
を職員に周知することで、業務改善や職員の意識改革を推進し、時間外勤務の縮減を図る。また、年次有給休暇
の計画的な取得を推進するとともに、過重労働者に対しては、当該職員とその所属長に対して、産業医との面談
を実施し、職員の健康管理に努める。
【事業量】
　平成26年度全庁の時間外勤務時間数の目標を104,000時間以内とする。１か月100時間又は２か月から６か月ま
での間で１か月平均80時間を超えて時間外勤務を行った職員がいた場合、産業医との面談を実施する。

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（目標）

　各課ヒアリングにより設定する時間外勤務時間数104,000時間以内を目標とするとともに、産業医面談
を通した健康管理に取り組み、職員のワーク・ライフ・バランスを推進する。

平成26年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名 ワーク・ライフ・バランスの推進及び時間外勤務の縮減
個別事業
掲載No

総 ― 7
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4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

公募委員候補者名簿の更新

市民会議等担当課への公募委員候補者の情報提供

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

公募委員候補者名簿の更新

市民会議等担当課への公募委員候補者の情報提供

主管課評価 2 事業評価審査会評価 2 １ 計画以上  ２ 計画どおり　３ 計画の７割未満　４ その他（取組方針の変更等）

　新たな公募委員候補者名簿を作成するため、1,000人の市民に登録の依頼文を送付し、そのうち87人の
方に同意をいただいた。また、公募枠設置可能な市民会議等の公募枠について、100％設置を維持でき
た。
　引き続き、これまで市政に参加する機会の少なかった市民を含め、広く多様な意見を市政に反映させ
ていけるよう、市民参加を推進する。

事業評価
審査会

評価・意見等

予
算
執
行

25年度実績

決算額 0千円 104千円

執行率（％） 0.0% 80.6% 

26年度当初 26年度実績

予算額 0千円 129千円 129千円

2 事業評価審査会評価 2 １ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

事
後
評
価

実
績

・平成26年６月から２年間有効な公募委員候補者名簿の作成
・市民会議等担当課への公募委員候補者の情報提供

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

　当初計画のとおり、平成26年６月から２年間有効な公募委員候補者名簿を作成するため、無作為抽出
方式により抽出した1,000人の市民に登録の依頼文を送付し、そのうち87人の方から同意をいただいた。

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

主管課評価

12月

事業の成果
（実績）

　無作為抽出公募委員候補者名簿の有効期間が平成26年５月末で終了したため、当初計画のとおり、新
たに住民基本台帳から無作為抽出方式により抽出した1,000人の市民に登録の依頼文を送付し、そのうち
87人の方から同意をいただき、平成26年６月から２年間有効な公募委員候補者の名簿登録を行った。市
民会議等担当課へ公募委員候補者の情報提供を行った。
　公募枠設置可能な市民会議等の公募枠について、100%の設置を維持した。

事業の総括
（主管課）

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

【事業概要】
　無作為抽出方式による市民会議等公募委員候補者名簿の有効期間が平成26年５月末で終了するため、新たに、
無作為抽出方式により、市民の皆様に市民会議等公募委員候補者名簿への登録の依頼文を送付し、同意をいただ
いた方を同名簿に登録する。本事業は、平成22年度から実施しており、参加された方へのアンケートでは、平成
22年度、平成24年度ともに約８割の方から、市政に対する関心が高まったという感想をいただいている。
【事業量】
　無作為抽出方式により抽出した1,000人の市民に登録の依頼文を送付し、同意いただいた方を登録する。各課で
所管している市民会議等の公募委員の選任の際に、同名簿より情報提供を行う。

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（目標）

　平成26年６月から２年間有効な公募委員候補者名簿を作成し、市民参加の推進を図る。
　公募枠設置可能な市民会議等の公募枠について、100％設置を維持する。

平成26年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名
無作為抽出方式による市民会議、審議会等への市民参加の推
進

個別事業
掲載No

総 ― 8
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4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

26年度実績

予算額 1,045千円 1,072千円 1,072千円

主管課評価 2 事業評価審査会評価 2 １ 計画以上  ２ 計画どおり　３ 計画の７割未満　４ その他（取組方針の変更等）

1 事業評価審査会評価 1 １ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

事
後
評
価

実
績

・政策法務研修の開催（２回）　　　　・文書実務基礎研修の開催（２回）
・法制執務基礎研修の開催（１回）　　・文書管理システム操作研修の開催（２回）
・「義務付け・枠付け」の見直し等に対応した介護保険法の関係条例の改正等

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

・第１回政策法務研修「事例から学ぶ住民訴訟～訴訟と日常業務との関係」（25人・満足度96％）を６
月に実施した。次回は12月に実施予定。また、文書実務基礎研修（56人※嘱託員を含む。）を４月に、
文書管理システム操作研修（計119人）を４月・７月に実施した。今後も職員のニーズを的確に把握し、
効果的かつ効率的な文書・法務研修を実施する必要がある。
・第３次地方分権一括法への対応についても、企画経営課と連携した取り組みを進める。

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

　重点的に取り組む課題とする。

主管課評価

12月

事業の成果
（実績）

・政策法務研修の参加者数　延べ49人
・法制執務基礎研修の参加者数　延べ41人
・文書管理システム操作研修の参加者数　延べ119人
・文書実務基礎研修の参加者数　延べ56人

事業の総括
（主管課）

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

【事業概要】
　政策法務研修、文書実務研修及び法制執務研修などを実施することにより、条例等の適切な制定・改正・運用
など政策法務力の向上を図る。また、地方分権による「義務付け・枠付け」の見直しや国の制度改正等に的確に
対応するために、各部課と協力して必要な条例・規則等の整備を計画的に進める。
【事業量】
　政策法務研修・法制執務研修の実施（計３回以上）、文書実務基礎研修の実施（２回）、文書管理システム操
作研修の実施（２回）、「義務付け・枠付け」の見直し等に対応した条例・規則等の整備

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（目標）

・政策法務力の向上

文
書
管
理
シ

ス
テ
ム
操
作

研
修

政
策
法
務
研

修法
制
執
務
研

修政
策
法
務
研

修 文
書
管
理
シ

ス
テ
ム
操
作

研
修

文
書
実
務

基
礎
研
修

２
回

平成26年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名 条例等の適切な制定・改正・運用など政策法務力の向上
個別事業
掲載No

総 ― 9

介
護
保
険
法

の
関
係
条
例

の
改
正
等

文
書
実
務

基
礎
研
修

２
回

文
書
管
理
シ

ス
テ
ム
操
作

研
修

政
策
法
務
研

修 文
書
管
理
シ

ス
テ
ム
操
作

研
修

法
制
執
務
基

礎
研
修

政
策
法
務
研

修

  文書実務基礎研修を２回、政策法務研修を２回予定どおり実施することにより、基礎的文書管理能力
の向上及び政策法務力の向上を図ることができた。アンケート結果は、政策法務研修が満足度96％（第
１回）と89％（第２回）、法制執務基礎研修が97％と高い評価を得ることができた。
  地方分権による「義務付け・枠付け」の見直しや国の制度改革等への対応については、子ども・子育
て支援法や介護保険法の関係条例等の改正をはじめ、各種の条例改正等を行った。

事業評価
審査会

評価・意見等

予
算
執
行

25年度実績

決算額 1,045千円 1,072千円

執行率（％） 100.0% 100.0% 

26年度当初
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4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

職員採用試験の実施（５/４） 定数ヒアリング

（一般事務） 職員採用試験の実施（７月） 再任用選考

（土木技術職）

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

◯職員採用試験の実施 ◯定数ヒアリング ◯再任用選考

（一般事務） ◯職員採用試験の実施 ◯職員採用試験の実施

（土木技術） （経験者（一般事務・土木技術・建築技術））

(建築技術・保育士・保健師）

主管課評価 2 事業評価審査会評価 2 １ 計画以上  ２ 計画どおり　３ 計画の７割未満　４ その他（取組方針の変更等）

事業評価
審査会

評価・意見等

予
算
執
行

25年度実績

決算額 0千円 0千円

執行率（％） 0.0% 0.0% 

26年度当初 26年度実績

予算額 0千円 0千円 0千円

1 事業評価審査会評価 1

事
後
評
価

実
績

・採用試験の実施　３回（一般事務、土木技術、建築技術、保育士、保健師、経験者（一般事務、土木技術、建
築技術））
・再任用選考の実施
・定数ヒアリングの実施

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

　土木技術職の職員採用試験については、他の自治体の申込者数確保が困難である状況を踏まえ、各大
学を訪問し、試験の周知と協力の依頼を行い、申込者の確保ができた。全職種とも、エントリーシート
審査の実施、複数回面接の実施により、人物重視の選考を実施した。
職員定数については、今後、各部とのきめ細かなヒアリングを行う。

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

　重点的に取り組む課題とする。

主管課評価

12月

事業の成果
（実績）

・平成26年度中途及び平成27年４月１日付けで合計41人を新規採用した。
・平成27年４月１日付けで、新たに15人を再任用した。
・各部との定数ヒアリングによる職員定数の適正な設定を行った。

事業の総括
（主管課）

　職員の普通退職等に対応し、通常の採用試験に加え、１月に一般事務（経験者採用）、保育士、保健
師、土木技術経験者採用、建築技術（経験者採用・一般採用）を行い、人財の確保を図るとともに、定
年退職職員を再任用し、専門性の確保、組織力の維持向上を図った。
　職員定数については、学校給食調理業務の委託化等により削減を図る一方、番号制度への対応、生活
保護支援体制の強化などのため、定数増を行い、行政サービスの維持向上を図った。

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

【事業概要】
　各部とのきめ細かな定数ヒアリングにより、職員定数を見直すとともに、職員の適正配置を推進する。
一般事務職及び土木技術職の採用試験を実施する。
再任用職員の適正配置について、職員の知識・技術の継承を図るとともに、職員の雇用と年金の接続とあわせて
取り組む。
【事業量】
・採用試験を実施する（一般事務５月４日（日）、土木技術７月）。
・各部と定数ヒアリングを実施する（11月）。
・平成26年度定年退職者の再任用選考を実施する（１月）。

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（目標）

　職員定数の見直し、職員の適正配置、職員の新規採用及び再任用職員の適正配置により、組織力の維
持向上を図り行政サービスの質を確保するとともに知識・技術を継承する。

１ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

平成26年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名 職員定数の見直しと適正配置
個別事業
掲載No

総 ― 10
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今

年

度

か

ら

制

度

の

運

用

及

び

随

時

登

録

の

受

付

を

開

始

し

た

「

三

鷹

市

小

額

契

約

受

注

希

望

者

登

録

制

度

」

に

つ

い

て

、

登

録

リ

ス

ト

の

活

用

状

況

や

履

行

状

況

等

を

調

査

し

、

制

度

の

継

続

的

な

見

直

し

を

行

う

。

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

　上半期分庁内アンケートの実施

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 2 月 3 月

○制度開始 ○庁内アンケートの実施 ○庁内アンケートの実施

（４月～７月分） （４月～12月分）

　　

　

・26年８月　庁内アンケートの実施（４月～７月分）
・27年１月　庁内アンケートの実施（４月～12月分）

登録状況（平成27年３月31日現在）
・工事・修繕23者　物品・委託22者　合計33者（重複12者を除く）
登録業者への発注状況（平成26年４月１日～12月31日）
・工事・修繕14件　985,228円　物品・委託38件　1,405,954円　合計52件　2,391,182円

　三鷹市小額契約受注希望者登録制度について、平成26年４月１日から実施し、33事業者の登録があっ
た。また、平成26年８月と平成27年１月に庁内アンケートを実施し、制度の周知を図るとともに登録リ
スト掲載内容の充実を図った。
　また、三鷹市プロポーザル方式実施ガイドラインの制定、三鷹市総合評価方式実施ガイドラインの見
直しを行った。

主管課評価 2 事業評価審査会評価 2 １ 計画以上  ２ 計画どおり　３ 計画の７割未満　４ その他（取組方針の変更等）

予
算
執
行

25年度実績

決算額 0千円 0千円

執行率（％） 0.0% 0.0% 

26年度当初 26年度実績

予算額 0千円 0千円 0千円

1 事業評価審査会評価 1 １ 重点的に取り組む　２ 経常業務の一環として取り組む　３ 見送ることとする

事
後
評
価

実
績

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月

中
間
評
価

上半期の
実績・課題等

　10月に実施予定であった庁内アンケートについて、早めに状況を確認するため８月に実施した。今
後、結果の集計と内容の分析を行う。

事業評価
審査会

特記意見

政策会議
評価・意見等

　基本的には提案通り実施する。
　公正な入札制度の運用について着実に進
めるとともに、小額契約受注希望者登録制
度については、より登録しやすい制度に改
めなどの工夫を行い、あわせて同制度のＰ
Ｒに努めること。

主管課評価

12月

事業の成果
（実績）

事業の総括
（主管課）

事業評価
審査会

評価・意見等

当
初
計
画

事
業
概
要
・
事
業
量

【事業概要】
　平成26年４月から運用を開始した「三鷹市小額契約受注希望者登録制度」について、制度の活用を図るため各
部署における発注状況や業務の履行内容に対する評価等の調査を行う。
【事業量】
・庁内アンケートの実施（上半期分を10月、下半期分を平成27年４月）

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

10月 11月 12月

事業の成果
（目標）

・上半期分庁内アンケート結果の整理・分析

平成26年度 「各部の運営方針と目標」掲載 ≪個別事業評価表≫

事業名 入札制度等の継続的な見直し
個別事業
掲載No

総 ― 11
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